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国
民
健
康
保
険
は

皆
さ
ん
の
保
険
料
で

成
り
立
っ
て
い
ま
す
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【
問
合
先
】
保
険
健
康
課
保
険
業
務
係

☎
内
線
２
１
８
０
・
２
１
３
４

　

現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）
の

有
効
期
限
は
平
成
25
年
７
月
31

日
㈬
で
す
。
７
月
下
旬
に
新
し

い
保
険
証（
一
般
＝
う
す
水
色
、

退
職
＝
水
色
）
を
普
通
郵
便
で

送
付
し
ま
す
。

　

簡
易
書
留
で
の
郵
送
や
窓
口

で
の
交
付
を
希
望
す
る
人
は
、

７
月
10
日
㈬
ま
で
に
保
険
健
康

課
保
険
業
務
係
ま
た
は
各
支
所

市
民
保
険
係
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

※ 

簡
易
書
留
で
の
郵
送
は
受
け

取
り
の
と
き
に
受
領
印
が
必

要
で
す
。

　

臓
器
移
植
に
関
す
る
法
律
に

よ
り
、
移
植
医
療
に
対
す
る
理

解
を
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
保
険
証
の
裏
面

に
「
臓
器
提
供
意
思
表
示
欄
」

が
あ
り
ま
す
。
臓
器
提
供
意
思

表
示
欄
の
記
入
は
任
意
で
す
。

○
注
意
事
項

・ 

臓
器
提
供
意
思
表
示
欄
の
記

入
の
有
無
に
よ
り
、
受
け
ら

れ
る
医
療
の
内
容
に
違
い
が

生
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。

・ 

油
性
の
ペ
ン
で
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
記
載
内
容

を
隠
す
た
め
の
保
護
シ
ー
ル

が
必
要
な
人
は
、
保
険
健
康

課
保
険
業
務
係
ま
た
は
各
支

所
市
民
保
険
係
の
窓
口
へ
。

・ 

記
入
後
、
内
容
を
変
更
し
た

い
と
き
は
二
重
線
を
引
く
な

ど
し
て
、
新
た
な
意
思
を
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

詳
し
く
は
保
険
証
と
同
封
す

る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

保
険
証
の

定
期
更
新

臓
器
提
供

意
思
表
示
欄

退
職
者
医
療
制
度

職
権
に
よ
る
切
替

　

国
保
一
般
に
加
入
し
て
い
る

人
が
退
職
被
保
険
者
・
被
扶
養

者
の
適
用
要
件
に
該
当
し
て
い

る
場
合
、
担
当
課
で
要
件
確
認

が
で
き
る
場
合
は
届
出
を
省
略

し
、
切
り
替
え
（
職
権
に
よ
る

適
用
）
を
し
て
、
退
職
被
保
険

該当年月日
交付年月日

退職保険証（水色）見本

臓器提供意思表示欄付き保険証裏面見本

一般保険証（うす水色）見本

臓
器
移
植
に
つ
い
て
…

　

臓
器
移
植
は
病
気
や
事
故

に
よ
っ
て
臓
器
が
機
能
し
な

く
な
っ
た
人
に
、
他
の
人
の
健

康
な
臓
器
を
移
植
し
て
、
機

能
を
回
復
さ
せ
る
医
療
で
す
。

者
証
（
水
色
）
を
送
付
し
ま
す
。

※ 

切
り
替
え
に
必
要
な
情
報
確

認
の
た
め
、
お
問
い
合
わ
せ

を
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※ 

退
職
被
保
険
者
の
適
用
を
受

け
た
人
の
保
険
料
や
負
担
割

合
は
国
保
一
般
被
保
険
者
と

同
じ
で
す
。

適
用
要
件
と
は
…

○
本
人

　

65
歳
未
満
で
厚
生
年
金
や
各

種
共
済
組
合
な
ど
か
ら
老
齢

（
退
職
）
年
金
を
受
給
し
て
い

て
、
そ
の
加
入
期
間
が
20
年
以

上
、
も
し
く
は
40
歳
以
降
に
10

年
以
上
あ
る
人
。

○
被
扶
養
者

　

退
職
者
本
人
の
直
系
尊
属
、

配
偶
者
、
３
親
等
以
内
の
親

族
、
ま
た
は
配
偶
者
の
父
母
と

子
で
、
年
間
収
入
１
３
０
万
円

（
障
害
者
や
60
歳
以
上
の
人
は

１
８
０
万
円
）
未
満
の
人
。

退
職
者
医
療
制
度
と
は
…

　

国
民
健
康
保
険
の
健
全
な

運
営
の
た
め
、
か
か
る
医
療

費
の
一
部
を
会
社
や
共
済
組

合
な
ど
（
被
用
者
保
険
）
か

ら
の
拠
出
金
で
ま
か
な
う
制

度
で
す
。


